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税の確定申告
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○

印
鑑
（
認
印
で
可
）

○

平
成
１８
年
中
の
所
得
が
分
か
る
も
の
（
給

与
所
得
・
公
的
年
金
の
源
泉
徴
収
票
）

※

農
業
、
営
業
、
不
動
産
所
得
の
あ
る
方

は
申
告
の
待
ち
時
間
の
短
縮
の
た
め
に
、

収
入
や
経
費
に
つ
い
て
、
ご
自
身
で
必
ず

集
計
を
し
て
き
て
く
だ
さ
い
。
農
業
所
得

の
申
告
も
平
成
１６
年
分
か
ら
収
支
計
算
に

な
り
ま
し
た
。
収
支
計
算
の
方
法
に
つ
い

て
は
、
昨
年
の
広
報
ま
さ
き
８
・
９
・
１０
・

１２
月
号
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

○

社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る

方
は
、
領
収
書
又
は
支
払（
控
除
）証
明
書

※

国
民
年
金
保
険
料
に
つ
い
て
社
会
保
険

料
控
除
の
適
用
を
受
け
る
方
は
、
社
会
保

険
庁
か
ら
送
付
さ
れ
た
「
社
会
保
険
料
（
国

民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
又
は
「
領

収
証
書
」

○

生
命
保
険
料
控
除
及
び
損
害
保
険
料
控

除
を
受
け
よ
う
と
す
る
方
は
、
支
払
（
控

除
）
証
明
書

○

医
療
費
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
方
は
、

平
成
１８
年
中
に
支
払
っ
た
医
療
費
の
領
収

書
（
領
収
書
の
集
計
は
ご
自
身
で
し
て
き

て
く
だ
さ
い
）

○

税
務
署
か
ら
送
付
さ
れ
た
申
告
書
を
お

持
ち
の
方
は
そ
の
「
申
告
書
」

○

還
付
金
の
預
金
口
座
（
本
人
名
義
）
の

番
号
が
分
か
る
も
の

申
告
期
間
中
の
役
場
で
の
申
告
は
、
混
雑

す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
必
要
書
類
が

整
っ
た
方
に
つ
い
て
は
、
２
月
６
日
（
火
）
〜

８
日
（
木
）
に
松
前
町
役
場
で
開
催
さ
れ
る

四
国
税
理
士
会
松
山
支
部
に
よ
る
確
定
申
告

無
料
相
談
（
下
記
を
参
照
）
も
し
く
は
松
山

税
務
署
（
還
付
申
告
は
１
月
か
ら
受
付
け
）

な
ど
に
よ
り
早
め
に
申
告
さ
れ
る
こ
と
を
お

す
す
め
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

町
県
民
税
に
つ
い
て
は

役
場
税
務
課
町
民
税
係

�
９
８
５
―
４
１
１
０

所
得
税
に
つ
い
て
は

松
山
税
務
署

�
９
４
１
―
９
１
２
１

税
務
相
談
室

�
９
４
６
―
４
５
８
９

平成１８年分 所得申告相談日程

所得税申告書作成相談のお知らせ 四国税理士会松山支部
（年金受給者等に対する確定申告書作成支援事業）

出張相談所
日 時 ２月６日（火）～８日（木）

９時～１７時（途中１時間昼休み）
場 所 松前町役場２階 大会議室

（確定申告期間中は、混雑が予想されます。ぜひ、
無料相談をご利用ください）

対象者
年金に係る雑所得者・給与所得者（住宅借入金等特別控
除適用者は除く）。なお、法人の代表者などでその法人に関
与税理士がいる場合は対象外です。
申告に必要な書類
○ 税務署から送付された申告書（お持ちの方）

○ 所得の計算に必要な書類（源泉徴収票など）
○ 医療費の領収書（領収書の集計はご自分で）
○ 控除証明書（生命・損害保険料控除の対象の方）
○ 社会保険庁から送付された「社会保険料（国民年金保
険料）控除証明書」又は「領収証書」（国民年金保険料に
ついて社会保険料控除の適用を受ける方）
○ その他の所得控除を受けられる方は控除額を証明する
ものなどの必要書類
○ 印鑑（認印で可）、筆記用具、電卓など
○ 還付金の預金口座（本人名義）の番号が分かるもの

問い合わせ 四国税理士会松山支部 �９４５－５７６１

申告会場及び受付時間

役場２階大会議室
受付時間 ９時～１１時３０分

１３時～１６時

申告会場

各地区の公民館
又は集会所で左
記時間帯にて受
付けしています

受付時間

１３時～１６時

大 間
上高柳

昌農内
西高柳
西古泉
徳 丸
中川原

鶴 吉
出 作
神 崎
筒 井
北黒田

月・日・曜日

２月１６日（金）から
３月１５日（木）まで
※ただし、土・日曜日は除く

９時～
１１時３０分
──
恵久美

北川原
塩 屋
永 田
東古泉
大 溝

横 田
新 立
南黒田
本 村
宗意原

曜日

木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金

日

２２
２３
２４
２５
２６
２７
２８
１
２
３
４
５
６
７
８
９

月

２

月

３

月

一
般
申
告

出
張
申
告

※ 交通災害共済加入受付けも同時開設の予定です。（１６ページ参照）
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